
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆診診断断内内容容  
①現地での省エネに関する改善点の指摘と改善
方法の提案 
対象設備は、照明設備、空調設備、生産設備、 

ポンプ設備、コンプレッサー、受配電設備、エネル 

ギー供給設備、その他希望設備です。 

②診断レポートの送付 
現地診断後に診断員が作成した診断レポートを 

受診者に送付いたします。 

③アンケートによる事後調査 
効果確認のためにアンケートによる事後調査を行います。 

  
◆◆対対  象象  
・従業員 300 人以下の中小企業者で業種は問いません。 
ただし、省エネ法による特定事業者を除きます。 

  
◆◆申申込込期期限限  
 ・平成 24 年 1 月末日まで 
・お申し込みは、裏面の「省エネ診断申込書」をご利用ください。 
  
◆◆診診断断員員  
エネルギー管理士、省エネ普及指導員等 

 

静岡県では、中小企業者の地球温暖化対策を推進するため、中小企業者を対象とした「静

岡県省エネルギーパトロール隊」による省エネ診断を実施いたします。 

本診断では、エネルギー管理士や省エネ普及指導員などが現地に伺い、エネルギー（電

気、ガス等）の使用状況や設備の運用方法を確認し、改善点の指摘や効果的な改善方法

等の提案をさせていただきます。 

今まで省エネに関心のなかった事業者の方やさらなる省エネを考えている事業者の方

は、この機会を是非ご活用ください。 

 

省エネ   コスト削減 地球温暖化防止 

静静岡岡県県省省エエネネパパトトロローールル隊隊にによよるる  無無料料  

主主催催  静岡県 （社団法人静岡県環境資源協会に委託して実施しています。）  

先着順 

100 件 



省省 エエ ネネ 診診 断断 申申 込込 書書   

 

省エネ診断を希望される場合は、下記の内容をご記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにて、社団法

人静岡県環境資源協会あてお申し込みください。なお、メールで申し込みされる場合は、件名を「静

岡県省エネパトロール隊による省エネ診断希望」としてください。 

  

社社団団法法人人静静岡岡県県環環境境資資源源協協会会  行行  

FAX:054-652-0667 

E-mail:kankyou@po.across.or.jp 

企業名  

住 所 
〒 

 

部署 

氏名 

ＴＥＬ： 
担当者 

E-mail: 

診断希望時期 月            頃 

診断での 

希望事項等 

 

 
～診断の流れ～ 

【お問い合わせ・お申込先】 

社社団団法法人人静静岡岡県県環環境境資資源源協協会会（（住住所所：：静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 6 階）  

TEL：054-252-9023  FAX:054-652-0667  E-mail:kankyou@po.across.or.jp 

診断申込 診断日 

の調整 

現地診断 診断レポート

送付 

省エネ対策

の実施 

アンケート 

調査 

《申込期限：平成24年1月31日（火）》


